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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】  １つの湾曲部を有するものと同等な湾曲操作
性を有し、２つの湾曲部をそれぞれ独立して湾曲操作可
能な内視鏡を実現する。
【解決手段】  内視鏡２は、細長な挿入部先端側に複数
の関節駒を回動自在に連結して構成した第１の湾曲部及
び第２の湾曲部と、前記挿入部基端側に連設し、前記第
１の湾曲部及び前記第２の湾曲部の湾曲操作などが可能
な操作部１２ａを有する把持部１２とを備えている。前
記内視鏡２は、前記第１湾曲部と前記第２湾曲部とをそ
れぞれ独立して湾曲操作可能なように、前記操作部１２
ａに前記第１湾曲部の湾曲操作を行うための第１湾曲操
作部４２と、前記第２湾曲部の湾曲操作を行うための第
２湾曲操作部４４とをそれぞれ独立して設けている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  細長な挿入部の先端側に複数の関節駒を
回動自在に連結して構成した第１湾曲部及び第２湾曲部
と、前記挿入部の基端側に連設し、前記第１湾曲部及び
前記第２湾曲部の湾曲操作などが可能な操作部を有する
把持部とを備えた内視鏡において、
前記第１湾曲部と前記第２湾曲部とをそれぞれ独立して
湾曲操作可能なように、前記操作部に前記第１湾曲部の
湾曲操作を行うための第１湾曲操作部と、前記第２湾曲
部の湾曲操作を行うための第２湾曲操作部とをそれぞれ
独立して設けたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  前記第１湾曲部の湾曲操作を行うための
第１湾曲操作部の操作軸と、前記第２湾曲部の湾曲操作
を行うための第２湾曲操作部の操作軸とが、異なる軸に
設けられたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】  前記第１湾曲操作部の操作軸と、前記第
２湾曲操作部の操作軸とが略平行であることを特徴とす
る請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】  内視鏡の挿入部側から第１湾曲操作部，
第２湾曲操作部の順で配置したことを特徴とする、請求
項１に記載の内視鏡。
【請求項５】  前記第１湾曲部の操作軸と、前記第２湾
曲部の操作軸とが略垂直であることを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡。
【請求項６】  前記把持部を把持したときに通常手指が
届く範囲内に前記第１湾曲操作部を設けると共に、前記
把持部を把持したときに通常手指を伸ばさないと届かな
い位置に前記副操作部を設けたことを特徴とする請求項
１乃至４に記載の内視鏡。
【請求項７】  前記第１湾曲操作部と前記第２湾曲操作
部との間に、所望の操作を行う電気スイッチ部を設け、
この電気スイッチ部によって前記第１湾曲操作部と前記
第２湾曲操作部とを離間させたことを特徴とする請求項
１乃至４に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、第１湾曲部及び第
２湾曲部の２ヶ所の湾曲部を有する内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡は、胃腸その他の生体内または屈
曲した機械の内部などの立体的に複雑に屈曲した細い管
腔内へその形状に沿って細長な挿入部を挿入させるため
に前記挿入部を立体的に細かく屈曲する必要がある。
【０００３】例えば、特公平５－１６８５７号公報に記
載されている内視鏡は、細長な挿入部の先端側に複数の
関節駒を回動自在に連結した第１湾曲部及びこの第１湾
曲部の後側に連設した第２湾曲部の２ヶ所の湾曲部を有
し、前記第１湾曲部及び前記第２湾曲部の湾曲操作など
が可能な操作部を有する把持部に一つの湾曲操作機構を
設け、この一つの湾曲操作機構によって前記第１湾曲部
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及び前記第２湾曲部を選択的に湾曲操作可能に構成した
ものが提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特
公平５－１６８５７号公報に記載の内視鏡は、選択的に
前記第１湾曲部及び第２湾曲部を湾曲自在に湾曲操作す
ることが可能であるが、上述した一つの湾曲操作機構に
より選択的に前記第１湾曲部及び第２湾曲部を湾曲操作
するので、湾曲操作を行ないたい湾曲部とは異なる湾曲
部を誤操作してしまうおそれがあった。また、上記特公
平５－１６８５７号公報に記載の内視鏡は、二つの湾曲
部を同時に自在に操作することができないといった問題
があった。
【０００５】また、上記特公平５－１６８５７号公報に
記載の内視鏡は、一方の湾曲部を使用しないときに通常
の湾曲部を一つ有する内視鏡よりも操作性が良くなかっ
た。
【０００６】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、一つの湾曲部を有するものと同等な湾曲操作性
を有し、二つの湾曲部をそれぞれ独立して湾曲操作可能
な内視鏡を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、請求項１の発明における内視鏡は、細長な挿入部の
先端側に複数の関節駒を回動自在に連結して構成した第
１湾曲部及び第２湾曲部と、前記挿入部の基端側に連設
し、前記第１湾曲部及び前記第２湾曲部の湾曲操作など
が可能な操作部を有する把持部とを備えた内視鏡におい
て、前記第１湾曲部と前記第２湾曲部とをそれぞれ独立
して湾曲操作可能なように、前記把持部の前記操作部に
前記第１湾曲部の湾曲操作を行うための第１湾曲操作部
と、前記第２湾曲部の湾曲操作を行うための第２湾曲操
作部とを設けたことを特徴としている。また、請求項２
の発明における内視鏡は、請求項１の発明における内視
鏡において、前記第１湾曲部の湾曲操作を行うための第
１湾曲操作部の操作軸と、前記第２湾曲部の湾曲操作を
行うための第２湾曲操作部の操作軸とが、異なる軸に設
けられたことを特徴としている。また、請求項３の発明
における内視鏡は、請求項２の発明における内視鏡にお
いて、前記第１湾曲操作部の操作軸と、前記第２湾曲操
作部の操作軸とが略平行であることを特徴としている。
また、請求項４の発明における内視鏡は、請求項２の発
明における内視鏡において、前記第１湾曲操作部の操作
軸と、前記第２湾曲操作部の操作軸とが略垂直であるこ
とを特徴としている。また、請求項５の発明における内
視鏡は、請求項１乃至４の発明における内視鏡におい
て、前記把持部を把持したときに通常手指が届く範囲内
に前記第１湾曲操作部を設けると共に、前記把持部を把
持したときに通常手指を伸ばさないと届かない位置に前
記副操作部を設けたことを特徴としている。また、請求
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項６の発明における内視鏡は、請求項１乃至４の発明に
おける内視鏡において、前記第１湾曲操作部と前記第２
湾曲操作部との間に、所望の操作を行う電気スイッチ部
を設け、この電気スイッチ部によって前記第１湾曲操作
部と前記第２湾曲操作部とを離間させたことを特徴とし
ている。この構成により、一つの湾曲部を有するものと
同等な湾曲操作性を有し、二つの湾曲部をそれぞれ独立
して湾曲操作可能な内視鏡を実現する。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の一
実施形態を説明する。図１乃至図９は本発明の一実施形
態に係る図である。図１は本発明の一実施形態の内視鏡
を備えた内視鏡装置の全体構成を示す全体構成図であ
る。図２は図１の内視鏡挿入部の湾曲部を示す構成断面
図である。図３は第１湾曲部及び第２湾曲部を構成する
湾曲駒を示す説明図であり、図３（ａ）は第１湾曲部に
用いる湾曲駒を示す説明図、図３（ｂ）は第２湾曲部に
用いる湾曲駒を示す説明図である。図４はコイルパイプ
の構造を示す構造説明図である。図５は内視鏡の把持部
付近を示す外観図である。図６は図５の内視鏡の把持部
を把持した際の説明図である。図７は第２湾曲操作部に
第２湾曲部の湾曲操作ノブを設けた内視鏡の把持部付近
を示す外観図である。図８は第１湾曲操作部と第２湾曲
操作部とのそれぞれの操作軸を直交した内視鏡の把持部
付近を示す外観図である。図９は第２湾曲操作部の湾曲
操作ノブに二つのアングルノブを設けた内視鏡の把持部
付近を示す外観図である。
【０００９】図１に示すように本発明の一実施形態を備
えた内視鏡装置１は、図示しない撮像手段を備えた電子
内視鏡（以下、単に内視鏡）２と、前記内視鏡２に着脱
自在に接続され、この内視鏡２に照明光を供給する光源
装置３と、前記内視鏡２に着脱自在に接続され、前記内
視鏡２の前記撮像手段を制御すると共に、この撮像手段
から得られた信号を処理して標準的な映像信号を出力す
るビデオプロセッサ４と、前記ビデオプロセッサ４で信
号処理して得られた内視鏡画像を表示するモニタ５とか
ら主に構成される。前記ビデオプロセッサ４には、図示
しないＶＴＲデッキ，ビデオプリンタ，ビデオディス
ク，画像ファイル記録装置などが接続できるようになっ
ている。
【００１０】前記内視鏡２は、観察対象部位へ挿入する
細長の挿入部１１と、この挿入部１１の基端部に連設さ
れ、後述する第１，第２湾曲部の湾曲操作などが可能な
操作部１２ａを有する把持部１２と、この把持部１２の
側面より延設され、図示しない撮像手段に接続する信号
ケーブルや照明光を伝達するライトガイドなどを内蔵し
たユニバーサルコード１３と、このユニバーサルコード
１３の端部に設けられ、前記光源装置３及びビデオプロ
セッサ４に着脱自在に接続されるコネクタ部１４とを有
している。
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【００１１】前記挿入部１１は、先端に設けられた先端
部２１と、この先端部２１の後部に設けられた湾曲自在
の湾曲部２２と、この湾曲部２２の後部に設けられ、軟
性の管状の部材より形成される長尺で可撓性を有する可
撓管部２３とが連設されることで構成されている。
【００１２】前記先端部２１は、撮像手段としてＣＣＤ
などの図示しない固体撮像素子及びこの固体撮像素子を
駆動するための回路基板などが組み込まれた撮像部や、
体腔内の観察対象部位を照明するための照明光を伝達す
る図示しないライトガイドなどを内蔵して構成されてい
る。前記湾曲部２２は、先端側の湾曲部（以下、第１湾
曲部と称す）２４，基端側の湾曲部（以下、第２湾曲部
と称す）２５の、二つの湾曲部より構成されている。
【００１３】まず、図２乃至図５を用いて前記第１湾曲
部２４及び第２湾曲部２５で構成される湾曲部２２の構
造を説明する。図２に示すように前記第１湾曲部２４及
び前記第２湾曲部２５は、それぞれ複数の湾曲駒３１を
回動自在に連設され、これら複数の湾曲駒３１に細線の
ワイヤなどを筒状に編み込んだ湾曲ブレード３２を被せ
ると共に、前記湾曲ブレード３２上に水密に湾曲ゴム３
３を被せて構成される。なお、前記湾曲ブレード３２及
び前記湾曲ゴム３３は、前記第１湾曲部２４及び前記第
２湾曲部２５を合わせた湾曲部２２全長にわたって被せ
ても良く、また、第１湾曲部２４及び第２湾曲部２５に
別々に被せてもよい。
【００１４】前記第１湾曲部２４は、先端側よりこの第
１湾曲部２４を牽引して湾曲させるための第１湾曲操作
ワイヤ（以下、第１ワイヤと称す）３４が延出されてい
る。同様に、前記第２湾曲部２５は、先端側よりこの第
２湾曲部２５を牽引して湾曲させるための第２湾曲操作
ワイヤ（以下、第２ワイヤと称す）３５が延出されてい
る。
【００１５】前記第１ワイヤ３４は、前記第２湾曲部２
５先端側付近に固定された第１コイルパイプ３６内を通
り、前記挿入部１１内を介して後述の第１湾曲操作部４
２に連設される。一方、前記第２ワイヤ３５は、前記可
撓管部２３の先端側に固定された第２コイルパイプ３７
内を通り、前記挿入部１１内を介して後述の第２湾曲操
作部４４に連設される。
【００１６】また、前記湾曲ゴム３３の肉厚は、前記第
１湾曲部２４にかかる部分と、第２湾曲部２５にかかる
部分おいて、第２湾曲部２５の方が第１湾曲部２４にか
かる部分よりも薄肉に形成している。このことにより、
湾曲部２２は、第２湾曲部２５の部分で湾曲させやすく
なるため、第２湾曲部２５内で内蔵物が多くなっても湾
曲部外径を太くすることなく、湾曲性能を劣化させな
い。
【００１７】また、前記湾曲部２２は、湾曲させる場
合、内蔵物の多さから第１湾曲部２４よりも第２湾曲部
２５の方が高い負荷がかかることが多い。このため、図
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３に示すように前記湾曲部２２は、前記第１湾曲部２４
及び前記第２湾曲部２５をそれぞれ構成する湾曲駒３１
の肉厚を、第１湾曲部２４よりも第２湾曲部の方が肉厚
になるように構成する。
【００１８】即ち、前記湾曲部２２は、図３（ａ）に示
す第１湾曲部２４に用いる湾曲駒３１ａよりも図３
（ｂ）に示す第２湾曲部２５に用いる湾曲駒３１ｂを肉
厚に構成している。このことにより、第２湾曲部２５
は、第１湾曲部２４よりも大きな力がかかる際にも湾曲
駒３１が変形しづらくなり、結果として湾曲角度が初期
状態より小さくなることを防止している。
【００１９】また、前記第１コイルパイプ３６及び前記
第２コイルパイプ３７などに用いられるコイルパイプ
は、図４に示すように細線のワイヤをパイプ状に密着巻
きした構造であるが、構造上圧縮荷重によりその全長が
縮む可能性がある。このため、より多くの荷重のかかる
第２湾曲部２５に用いられる第２コイルパイプ３１を構
成するワイヤの素線径は、第１コイルパイプ３６のワイ
ヤの素線径よりも太く形成している。このことにより、
第２湾曲部２５用の第２コイルパイプ３７は、第１湾曲
部２４用の第１コイルパイプ３６よりも素線径が太く圧
縮されにくい。よって、第２湾曲部２５は、第１湾曲部
２４よりも大きな力がかかる際にもコイルパイプの縮み
が生じること無く、従って湾曲角度が初期状態より小さ
くなることがない。
【００２０】本実施形態では、上述した前記第１湾曲部
２４と前記第２湾曲部２５とをそれぞれ独立して湾曲操
作可能なように、前記把持部１２の前記操作部１２ａに
前記第１湾曲部２４の湾曲操作を行うための第１湾曲操
作部４２と、前記第２湾曲部２５の湾曲操作を行うため
の第２湾曲操作部４４とを設けて構成する。
【００２１】即ち、図５に示すように前記把持部１２の
操作部１２ａは、前記第１湾曲部２４の湾曲操作を行う
ための湾曲操作ノブ４２ａ，４２ａ′と、この湾曲操作
ノブ４２ａを所望の回転位置で固定するための第１固定
レバー４２ｂ，４２ｂ′を設けた第１湾曲操作部４２
と、観察画像のフリーズ，レリーズなどを前記ビデオプ
ロセッサ４に対して操作指示するためのリモートスイッ
チ４３ａを設けた電気スイッチ部４３と、前記第２湾曲
部２５の湾曲操作を行うための第２湾曲操作レバー４４
ａ及びこの第２湾曲操作レバー４４ａを所望の位置で固
定するための第２固定レバー４４ｂを設けた第２湾曲操
作部４４とを設けて構成されている。
【００２２】ここで、前記湾曲操作ノブ４２ａは、第１
湾曲部２４をＵＰ／ＤＯＷＮ方向に湾曲させるためのノ
ブであり、湾曲操作ノブ４２ａ′は、第１湾曲部２４を
ＲＩＧＨＴ／ＬＥＦＴ方向に湾曲させるためのノブであ
る。第１固定レバー４２ｂは操作されることにより湾曲
操作ノブ４２ａを所望の回転位置で保持するためのレバ
ーであり、第１固定レバー４２ｂ′は湾曲操作ノブ４２
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ａ′を所望の回転位置で保持するためのレバーである。
なお、前記第１湾曲操作部４２には、送気・送水操作を
行うための送気・送水ボタン４２ｃや吸引操作を行うた
めの吸引ボタン４２ｄが設けられている。
【００２３】このように構成された内視鏡２を用いて内
視鏡検査を行う。術者が湾曲操作を行う際には、一般的
に、図６に示すように左手にて把持部１２を把持する。
この場合、例えば、左手の親指の付け根と薬指及び小指
で把持部１２を支え、親指や、リモートスイッチ４３ａ
や送気・送水ボタン４２ｃ，吸引ボタン４２ｄなどのボ
タン類の操作を行なっていないときの人差指，中指によ
って湾曲操作ノブ４２ａ及び第２湾曲操作レバー４４ａ
の操作を行う。
【００２４】まず、術者が第１湾曲部２４の湾曲操作を
行うときには、左手の親指の付け根と薬指及び小指で把
持部１２を支えた状態で、通常届く範囲内の親指または
人差指や中指にて湾曲操作ノブ４２ａの操作を行う。ま
た、術者が第２湾曲部２５の湾曲操作を行うときには、
把持部１２を保持していない右手にて、第２湾曲操作レ
バー４４ａの操作を行う。上記した状態で通常届かない
位置に親指または人差指や中指を伸ばして第２湾曲操作
レバー４４ａの操作を行なっても良い。
【００２５】ここで、リモートスイッチ４３ａの操作時
や内視鏡的な処置時には、必要に応じて第１固定レバー
４２ｂ，４２ｂ′と第２固定レバー４４ｂの操作によっ
て、湾曲操作ノブ４２ａ，４２ａ′と第２湾曲操作レバ
ー４４ａとをそれぞれ所望の位置に固定し、親指を離し
た状態で所望の湾曲形状を維持しながら操作を行うこと
も可能である。
【００２６】また、前記第２湾曲操作部４４は、第１湾
曲操作部４２との間に電気スイッチ部４３を介して配さ
れているため、湾曲操作ノブ４２ａの操作時に、操作す
る手指が第２湾曲操作レバー４４ａに容易に触れること
がない。
【００２７】第２湾曲操作レバー４４ａの形状は、図１
０（ａ）に平面図で示した如く、第２湾曲操作レバー４
４ａを、湾曲操作ノブ４２の一群が設けられた箇所とは
逆の方向に突出させて構成しても良い。この構成は、例
えば右手による第２湾曲操作レバー４４ａの操作性を考
慮し、図１０（ｂ），図１０（ｃ）に示すように、湾曲
操作ノブ４２が設けられた箇所に向けて突出させても良
い。
【００２８】なお、図５及び図６中では、第２湾曲操作
部４４は、第２湾曲部２５の第２湾曲操作レバー４４ａ
をレバーの形状で図示したが、この形状に限定される必
要はなく、図７に示すように湾曲方向の自由度によって
は湾曲操作ノブ４２ａのような形状の湾曲操作ノブ４４
ｃであっても良い。また、第１湾曲操作部４２と第２湾
曲操作部４４との操作軸の位置関係は、図５に示される
ような平行な位置関係でも良く、あるいは図８に示すよ
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7
うに角度を付けるような構成であっても良い。図８で
は、第１湾曲操作部４２と第２湾曲操作部４４との操作
軸が直交した例を示している。また、第２湾曲部２５の
湾曲方向を４ヶ所にする場合は、図９に示すように第２
湾曲操作部４４の湾曲操作ノブ４４ｃに二つのアングル
ノブを設けることで、４方向の湾曲操作に対応すること
も可能である。
【００２９】この結果、本実施形態の内視鏡２は、第１
湾曲部２４，第２湾曲部２５の各湾曲部を独立に操作可
能であり、それぞれの湾曲部の操作を通常の湾曲操作と
同等に扱える。従って、本実施形態の内視鏡２では、湾
曲操作性が向上する。
【００３０】また、本実施形態の内視鏡２は、第２湾曲
操作部４４を第１湾曲操作部４２から離れた部位に設け
ているため、第１湾曲操作部４２の操作による通常の内
視鏡操作の際に、第２湾曲操作部４４が邪魔にならず、
通常使用される一つの湾曲部を有する内視鏡と同等な湾
曲操作が可能である。
【００３１】さらに、本実施形態の内視鏡２は、第２湾
曲操作部４４と第１湾曲操作部４２との間に電気スイッ
チ部４３を設けて両者を離間することで、通常の内視鏡
操作性を損なわないことに加え、第１湾曲操作部４２及
び電気スイッチ部４３の操作の際に第２湾曲操作部４４
を誤操作することがない。
【００３２】また、本実施形態の内視鏡２は、第１湾曲
操作部４２と第２湾曲操作部４４とのそれぞれの操作軸
に角度をつけることで、第１湾曲操作部４２を把持する
手と反対の手で第２湾曲操作部４４を操作する際の操作
性が良くなる。
【００３３】なお、本実施形態の内視鏡２は、挿入部１
１の先端部２１に撮像装置を内蔵した電子内視鏡に本発
明を適用しているが、図示しないイメージガイドを挿入
部１１に挿通して、このイメージガイドで導光された被
写体像を操作部１２ａに内蔵した撮像装置で撮像する構
成の電子内視鏡や、イメージガイドで導光された被写体
像を操作部１２ａの上部に設けた接眼部で観察できるい
わゆる光学式内視鏡に適用しても良い。いずれにしろ第
１湾曲部２４及び第２湾曲部２５の両方で構成される湾
曲部２２を備えた内視鏡であれば良い。
【００３４】また、本発明は、上記した実施形態にのみ
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。例えば、図１１に示すよ
うに、通常の内視鏡において鉗子起上レバーを設ける位
置に、第２湾曲操作レバー４４ａを設けても良い。
【００３５】ところで、体腔内の観察において、観察対
象部位を正面から観察することは、画面全体に歪みのな
い鮮明な画像をとらえるという点において非常に有効で
ある。上述したような細長な挿入部１１に第１湾曲部２
４及び第２湾曲部２５で構成される湾曲部２２を有した
内視鏡は、これら第１湾曲部２４と第２湾曲部２５とを
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それぞれ湾曲させることで、挿入部先端部２１を観察対
象部位に対して正面に向けることができる。
【００３６】例えば、図２１に示すように挿入部１１が
体腔壁に密着した状態では、第２湾曲部２５を挿入部１
１の長手軸に対して上方向にθだけ湾曲させ、且つ第１
湾曲部２４を挿入部１１の長手軸に対して下方向にθ＋
９０°湾曲させることで、挿入部先端部２１を体腔壁上
の観察対象部位に対して正面視させることが可能であ
る。なお、図２１は、第１湾曲部及び第２湾曲部で構成
される湾曲部を備えた従来の内視鏡挿入部を示す説明図
である。
【００３７】しかしながら、このように挿入部１１が体
腔壁に密着した状態では、挿入部先端部２１を体腔壁に
対して正面に向けた際に、この先端部２１が挿入部１１
の可撓管部２３（体腔壁に密着している部分）の長手軸
の延長線上付近に位置することになり、先端部２１と観
察対象部位とは所定の距離をとれない。内視鏡検査にお
いて、挿入部先端部２１と観察対象部位との間に所定の
距離がとれないと、観察を行うことができず、また、内
視鏡的処置を行う際にも、挿入部先端部２１から体壁に
向けて処置具などを突出させることができず、内視鏡的
処置が困難であるという問題があった。
【００３８】また、この問題を解決するために第２湾曲
部２５の寸法を長くし、第１湾曲部２４を第２湾曲部２
５の湾曲操作によって体腔壁に対して大きく持ち上げて
所定の距離がとれるようにすると、湾曲部２２全体の長
さが長くなってしまう。なお、湾曲部２２は図２で説明
したように複数の湾曲駒２５を連設したものにブレード
３２，湾曲ゴム３３などを被せているため、湾曲部２２
の表面に微妙な凹凸が生じ、平滑になりにくくなる。こ
のため、湾曲部２２は、必要最低限の長さにする必要が
ある。そこで、第１湾曲部２４及び第２湾曲部２５の両
方を湾曲させ、挿入部先端部２１を体腔壁に正面視させ
た際の観察性，処置性を向上させることが可能な内視鏡
の提供が望まれていた。
【００３９】図１２乃至図２０を参照して２ヶ所の湾曲
部を有する内視鏡の構成例を説明する。図１２乃至図２
０は２ヶ所の湾曲部を有する内視鏡の構成例に係る図で
ある。図１２は第１湾曲部と第２湾曲部との湾曲角度を
設定した際の湾曲部を有する挿入部の説明図である。図
１５は図１２の湾曲部を他の内視鏡などに設けた際の説
明図であり、図１５（ａ）は従来の拡大内視鏡における
挿入部の説明図、図１５（ｂ）は従来の鉗子挿通チャン
ネルを２本有する内視鏡の挿入部の説明図、図１５
（ｃ）は図１５（ａ）の拡大内視鏡や図１５（ｂ）の鉗
子挿通チャンネルを２本有する内視鏡に図７の湾曲部を
設けた際の挿入部の説明図である。図１６は第２湾曲部
を第１湾曲部より短く形成した際の説明図であり、図１
６（ａ）は第２湾曲部を第１湾曲部より短く形成した挿
入部の説明図、図１６（ｂ）は図１６（ａ）の挿入部を
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9
屈曲の多い管腔内に使用している際の説明図である。図
１８は第１湾曲部を第２湾曲部より短く形成した際の説
明図であり、図１８（ａ）は第１湾曲部を第２湾曲部よ
り短く形成した際の挿入部の説明図、図１８（ｂ）は図
１８（ａ）の挿入部を屈曲がほとんどない管腔内に使用
している際の説明図である。図１９は第２湾曲部の湾曲
方向を必要最低限に限定した挿入部を観察対象が限られ
る管腔内に使用している際の説明図である。図２０は第
２湾曲部の湾曲操作ワイヤを斜め方向の操作を行ないや
すい位置に設けた際の説明図であり、図２０（ａ）は第
２湾曲部の第２ワイヤをＵＰ方向とＲＩＧＨＴ方向の２
ヶ所の位置に設けた際の第２湾曲部の湾曲操作ワイヤ固
定部付近の断面図、図２０（ｂ）は第２湾曲部の第２ワ
イヤをＤＯＷＮ方向とＬＥＦＴ方向の２ヶ所の位置に設
けた際の第２湾曲部の湾曲操作ワイヤ固定部付近の断面
図、図２０（ｃ）は第２湾曲部の第２ワイヤをＵＰ方向
とＲＩＧＨＴ方向の中間位置及びＤＯＷＮ方向とＬＥＦ
Ｔ方向の中間位置に設けた際の第２湾曲部の湾曲操作ワ
イヤ固定部付近の断面図である。
【００４０】図１２に示すように第１湾曲部２４と第２
湾曲部２５とをそれぞれ湾曲させ、且つ挿入部先端部２
１を挿入部１１の長手軸に対して垂直方向、即ち体腔壁
を正面視させた状態にする際に、挿入部先端部２１が挿
入部１１の長手軸の延長線上よりも必ず上に位置する
（先端部２１と観察対象部位とは距離をとることが可
能）ように、湾曲部２２を構成する第１湾曲部２４と第
２湾曲部２５との湾曲角度を設定可能に構成する。な
お、図１２中では、例えば第２湾曲部２５の湾曲角度θ
を略９０度、第１湾曲部２４の湾曲角度（θ＋９０°）
を略１８０度まで湾曲可能に設定している。
【００４１】このように構成した第１湾曲部２４及び第
２湾曲部２５で構成される湾曲部２２は、例えば図１５
（ａ）に示すような挿入部先端部２１に焦点切替可能な
撮像部（不図示）を内蔵する従来の拡大内視鏡２Ａや、
図１５（ｂ）に示すような鉗子挿通チャンネル５１を２
本有する従来の内視鏡２Ｂなどに設けられる。
【００４２】図１５（ａ）に示すように従来の拡大内視
鏡２Ａは、挿入部１１に１ヶ所の湾曲部のみ有している
ので、挿入部先端部２１が体腔壁に対して可撓管部２３
（体腔壁に密着している部分）の長手軸の延長線上付近
に位置し、接線方向の病変部に対して観察が困難であ
る。また、図１５（ｂ）に示すように鉗子挿通チャンネ
ル５１を２本有する内視鏡２Ｂは、内視鏡的処置を行う
際に挿入部先端部２１と観察対象部位との間で所定の距
離がとれないので、処置具５２などを突出させることが
できず、内視鏡的処置が困難である。
【００４３】そこで、図１２で示したように、第１湾曲
部２４及び第２湾曲部２５で構成される湾曲部２２を構
成することで、図１５（ｃ）に示すような、先端部２１
と観察対象部位との距離調整や内視鏡的処置時に処置具
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を２本使用可能とすることができる。
【００４４】また、図１３に示すように、病変部の観察
時に、第１湾曲部２４及び第２湾曲部２５を湾曲させ、
第２固定レバー４４ｂを操作して第２湾曲操作レバー４
４ａの位置を所望の回転位置に保持することで第２湾曲
部２５の湾曲状態を所望の状態に保持し、その状態で第
１湾曲部２４を上下左右に湾曲させることにより、病変
部と内視鏡先端部との距離を保ちつつ内視鏡先端部を矢
印方向に移動させることが可能となる。すなわち、病変
部と内視鏡先端部との相対位置を変化させながらの観察
が可能となる。
【００４５】さらに、図１４に示すように、第１固定レ
バー４２ｂ，４２ｂ′を操作して湾曲操作ノブ４２の位
置を所望の回転位置に保持することで第１湾曲部２４の
湾曲状態を所望の状態に保持し、その状態で第２湾曲部
２５を２方向に湾曲させることにより、病変部を正面視
した状態で内視鏡先端部を矢印方向に移動させることが
可能となる。すなわち、病変部に内視鏡先端部を向けた
まま、これらの距離を調節することが可能となる。
【００４６】図１３，図１４に示したように、第１湾曲
部２４，第２湾曲部２５の湾曲状態をそれぞれを独立し
て保持可能としたことにより、内視鏡による観察時にお
ける操作性が向上する。
【００４７】さらに、このような第１湾曲部２４及び第
２湾曲部２５で構成される湾曲部２２は、例えば図１６
（ａ）に示すように第２湾曲部２５を第１湾曲部２４よ
り短く設定すると、図１６（ｂ）に示すように例えば大
腸のような屈曲の多い管腔内に使用する場合、第２湾曲
部２５を湾曲する際に第２湾曲部２５が腸壁に干渉する
こと無く湾曲部２２全体を機能させることができる。
【００４８】一方、図１６（ａ）に示した構成とは逆
に、図１８（ａ）に示すように第２湾曲部２５を第１湾
曲部２４より長く設定すると、図１８（ｂ）に示すよう
に、例えば胃のような屈曲のほとんどない管腔内におい
ては、上述したように内視鏡的処置の際に使用する処置
具の挿通性や、挿入部先端部２１を細かく動かせるなど
処置性を向上させることが可能となる。
【００４９】また、図１７（ａ）に示した如く、湾曲部
が一つしか設けられていない内視鏡では、湾曲部を湾曲
させて内視鏡先端部を胃の噴門部付近に近接させること
は可能であるが、胃の噴門部付近を斜めから観察するこ
とになってしまい、噴門部付近を正面視することは困難
になる。
【００５０】図１７（ｂ）に示したように、第２湾曲部
２５の長さがある程度長い場合には、  第２湾曲部２５
を食道から完全に出すことが必要なことから、第１湾曲
部２４が胃の噴門部付近から離れてしまう。このため、
第１湾曲部を湾曲させて噴門部付近を観察しようとして
も、内視鏡先端部と噴門部との距離が遠くなってしま
い、観察が非常にやり辛くなる。
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【００５１】図１７（ｃ）に示した内視鏡は、第２湾曲
部２５の挿入軸方向の寸法を、第１湾曲部２４の挿入軸
方向の寸法よりも小さくしたものである。第１湾曲部２
４と第２湾曲部２５の寸法関係をこのように設定するこ
とにより、第１湾曲部２４と第２湾曲部２５とをそれぞ
れ湾曲させて胃の噴門部付近を観察する場合、内視鏡先
端部を噴門部付近に近接させて観察を行うことが可能と
なる。
【００５２】また、図１９に示すように、例えば十二指
腸のみを観察対象とする目的に特定される内視鏡では、
第２湾曲部２５の湾曲方向を例えば１方向（ＵＰまたは
ＤＯＷＮ）に限定するというように、湾曲方向を必要最
低限に限定することで、湾曲機構自体を簡略化すること
が可能となる。なお、図１９は、挿入部先端部２１を十
二指腸乳頭に対してアプローチする様子を示している。
【００５３】また、十二指腸における乳頭切開などの処
置においては、内視鏡先端を斜め方向からアプローチさ
せる方が処置を行ないやすい場合がある。このような目
的の場合には、第２湾曲部２５の湾曲操作用の第２ワイ
ヤ３５を図２０に示すように構成しても良い。
【００５４】図２０（ａ），（ｂ）に示すように第２湾
曲部２５の第２ワイヤ３５は、ＵＰ方向とＲＩＧＨＴ方
向の２ヶ所、あるいはＤＯＷＮ方向とＬＥＦＴ方向の２
ヶ所というように、斜め方向の操作を行ないやすい位置
に設けても良い。また、図２０（ｃ）に示すように第２
湾曲部２５の第２ワイヤ３５は、ＵＰ方向とＲＩＧＨＴ
方向の中間位置や、ＤＯＷＮ方向とＬＥＦＴ方向の中間
位置に設けても良い。
【００５５】ところで、上述したような細長な挿入部１
１に第１湾曲部２４及び第２湾曲部２５で構成される湾
曲部２２を有した内視鏡は、例えば第２湾曲部２５によ
り湾曲操作を行なって、図２で説明した第２ワイヤ３５
のＵＰ側ワイヤにより牽引して第２湾曲部２５をＵＰ方
向に湾曲させていた。そして、この後、第２湾曲部２５
をストレート状態に戻す場合、第２湾曲部２５を覆って
いる湾曲ゴム３３だけでは復元力が弱いので、前記第２
ワイヤ３５のＤＯＷＮ側ワイヤにより牽引し、第２湾曲
部２５を直線化していた。このため、湾曲操作機構は非
常に複雑になっていた。そこで、構造を簡略化し、第２
湾曲部２５を直線化させることが可能な内視鏡の提供が
望まれていた。
【００５６】図２２及び図２３を参照して第２湾曲部を
直線化可能な内視鏡の構成例を説明する。図２２及び図
２３は第２湾曲部を直線化可能な内視鏡の構成例に係る
図である。図２２は第２湾曲部を直線化可能な湾曲部を
有する挿入部の概略説明図である。図２３は図２２の変
形例を示す挿入部の概略説明図である。なお、図２２及
び図２３は挿入部１１の概略図である。
【００５７】図２２に示すように湾曲部２２において、
第１湾曲部２４は複数の湾曲駒３１を回動自在に連結
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し、連結された湾曲駒３１の上にワイヤの細線を筒状に
編み込んだ湾曲ブレード３２を被せ、さらにその上に湾
曲ゴム３３を被せている。
【００５８】前記第２湾曲部２５は、第１湾曲部２４と
同様に複数の湾曲駒３１を回動自在に連結し、湾曲駒３
１の上のブレード３２を被せており、さらにこのブレー
ド３２の上に可撓管部２３で用いるポリエステルなどの
弾発性の樹脂６１によって覆っている。これにより、第
２湾曲部２５に被せたブレード３２の上から第２湾曲部
２５が可撓管部２３と同じ弾発性の樹脂６１で覆われて
いるので、第２湾曲部２５を湾曲させた後、直線化する
場合に湾曲をかけていた方向の第２ワイヤ３５を開放す
るのみで、第２湾曲部２５を直線化することが可能であ
る。
【００５９】また、図２３に示すように前記第２湾曲部
２５に用いる第２ワイヤ３５は、一方向のみに接続する
ようにしても良い。なお、図２で説明したように第２ワ
イヤ３５は、可撓管部２３を介して第２湾曲部２５の基
端側までは第２コイルパイプ３７を挿通されている。
【００６０】そして、第２湾曲部２５自体は、例えば可
撓管部２３と同様の構造（例えば図２２で示したように
可撓管部２３と同じ樹脂６１を用いて成形するなど）と
するなど直線化しやすい構造としている。このため、前
記第２ワイヤ３５にテンションがかからない状態では、
第２湾曲部２５が自動的に直線化するため、一方向のみ
の第２ワイヤ３５（湾曲操作ワイヤ）によって湾曲動作
及び直線化を行うことが可能となる。
【００６１】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００６２】（付記項１）  細長な挿入部の先端側に複
数の関節駒を回動自在に連結して構成した第１湾曲部及
び第２湾曲部と、前記挿入部の基端側に連設し、前記第
１湾曲部及び前記第２湾曲部の湾曲操作などが可能な操
作部を有する把持部とを備えた内視鏡において、前記第
１湾曲部と前記第２湾曲部とをそれぞれ独立して湾曲操
作可能なように、前記把持部の前記操作部に前記第１湾
曲部の湾曲操作を行うための第１湾曲操作部と、前記第
２湾曲部の湾曲操作を行うための第２湾曲操作部とを設
けたことを特徴とする内視鏡。
【００６３】（付記項２）  前記第１湾曲部の湾曲操作
を行うための第１湾曲操作部の操作軸と、前記第２湾曲
部の湾曲操作を行うための第２湾曲操作部の操作軸と
が、異なる軸に設けられたことを特徴とする付記項１に
記載の内視鏡。
【００６４】（付記項３）  前記第１湾曲操作部の操作
軸と、前記第２湾曲操作部の操作軸とが略平行であるこ
とを特徴とする付記項２に記載の内視鏡。
【００６５】（付記項４）  前記第１湾曲操作部の操作
軸と、前記第２湾曲操作部の操作軸とが略垂直であるこ
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とを特徴とする付記項２に記載の内視鏡。
【００６６】（付記項５）  前記把持部を把持したとき
に通常手指が届く範囲内に前記第１湾曲操作部を設ける
と共に、前記把持部を把持したときに通常手指を伸ばさ
ないと届かない位置に前記第２湾曲操作部を設けたこと
を特徴とする付記項１乃至４に記載の内視鏡。
【００６７】（付記項６）  前記第１湾曲操作部と前記
第２湾曲操作部との間に、所望の操作を行う電気スイッ
チ部を設け、この電気スイッチ部によって前記第１湾曲
操作部と前記第２湾曲操作部とを離間させたことを特徴
とする付記項１乃至４に記載の内視鏡。
【００６８】（付記項７）  内視鏡の挿入部側から第１
湾曲操作部，第２湾曲操作部の順で配置したことを特徴
とする、付記項１に記載の内視鏡。
【００６９】（付記項８）  第１湾曲操作部と第２湾曲
操作部が同方向を向いて配置されていることを特徴とす
る、付記項７に記載の内視鏡。
【００７０】（付記項９）  細長な挿入部の先端側に複
数の関節駒を回動自在に連結して構成した第１湾曲部及
び第２湾曲部で構成される湾曲部と、前記湾曲部の外周
に被せられた弾性部材とを有する内視鏡において、前記
第１湾曲部の外周に被覆された弾性部材の肉厚が、前記
第２湾曲部の外周に被覆された弾性部材の肉厚よりも厚
いことを特徴とする内視鏡。
【００７１】（付記項１０）  前記第２湾曲部を形成す
る関節駒の肉厚と、第１湾曲部を形成する関節駒の肉厚
とが異なることを特徴とする付記項９に記載の内視鏡。
【００７２】（付記項１１）  前記第１湾曲操作ワイヤ
を挿通するための第１コイルパイプを形成する素線径
が、前記第２湾曲操作ワイヤを挿通するための第２コイ
ルパイプを形成する素線径と異なることを特徴とする付
記項９に記載の内視鏡。
【００７３】［付記項９乃至付記項１１に係わる従来技
術］挿入部に２ヶ所の湾曲部を有する内視鏡は、例えば
特公平５－１６８５７号公報に記載されているように、
第１湾曲部の湾曲ワイヤを挿通する挿通用のコイルパイ
プが第２湾曲部の先端に固定されているものが提案され
ている。
【００７４】［付記項９乃至付記項１１に係わる解決課
題］しかしながら、上記特公平５－１６８５７号公報に
記載の内視鏡は、第１湾曲部に比べ、第１湾曲部用のコ
イルパイプを内蔵した分だけ、第２湾曲部内では撮影部
やライトガイドなどの他に内蔵物の量が増えることとな
る。
【００７５】また、湾曲部の外周は常に水密を目的とし
た湾曲ゴムで覆っており、前記湾曲部は前記内蔵物や前
記湾曲ゴムに影響され、その曲がりやすさ（湾曲部を曲
げるのに必要な力量）が影響される。このため、第２湾
曲部では第１湾曲部に比べ十分な湾曲角を出すために大
きな湾曲力量をかけることで、前記コイルパイプが縮ま
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ってしまうといったことや前記湾曲駒の変形といったこ
とが生じ、使用しているうちに所望の湾曲角度を出せな
くなってくるおそれが生じる。また、この曲がりにくさ
を解消するために、湾曲部の内径に対する内蔵物の割合
を少なくし、湾曲部の内径を太くすると、結果として湾
曲部の外径が太くなってしまい、挿入部の挿入性が悪く
なってしまう。
【００７６】［付記項９乃至付記項１１に係わる目的］
湾曲部の湾曲操作性を向上させると共に、経時的に湾曲
角度が初期状態よりも出にくくなる湾曲部の劣化を防止
することが可能な内視鏡を実現する。
【００７７】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、一
つの湾曲部を有するものと同等な湾曲操作性を有し、二
つの湾曲部をそれぞれ独立して湾曲操作可能な内視鏡を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態の内視鏡を備えた内視鏡
装置の全体構成を示す全体構成図である。
【図２】  図１の内視鏡挿入部の湾曲部を示す構成断面
図である。
【図３】  第１湾曲部及び第２湾曲部を構成する湾曲駒
を示す説明図である。
【図４】  コイルパイプの構造を示す構造説明図であ
る。
【図５】  内視鏡の把持部付近を示す外観図である。
【図６】  図５の内視鏡の把持部を把持した際の説明図
である。
【図７】  第２湾曲操作部に第２湾曲部の湾曲操作ノブ
を設けた内視鏡の把持部付近を示す外観図である。
【図８】  第１湾曲操作部と第２湾曲操作部とのそれぞ
れの操作軸を直交した内視鏡の把持部付近を示す外観図
である。
【図９】  第２湾曲操作部の湾曲操作ノブに二つのアン
グルノブを設けた内視鏡の把持部付近を示す外観図であ
る。
【図１０】  第２湾曲操作部における湾曲操作ノブの、
他の例を示す平面図である。
【図１１】  第２湾曲操作部における湾曲操作ノブの、
他の例を示す外観図である。
【図１２】  第１湾曲部と第２湾曲部との湾曲角度を設
定した際の湾曲部を有する挿入部の説明図である。
【図１３】  図１２に示した挿入部における動作の説明
図である。
【図１４】  図１２に示した挿入部における他の動作の
説明図である。
【図１５】  図１２の湾曲部を他の内視鏡等に設けた際
の説明図である。
【図１６】  第２湾曲部を第１湾曲部より短く形成した
際の説明図である。
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【図１７】  内視鏡を用いて胃の噴門部付近を観察して
いる状態の説明図である。
【図１８】  第１湾曲部を第２湾曲部より短く形成した
際の説明図である。
【図１９】  第２湾曲部の湾曲方向を必要最低限に限定
した挿入部を観察対象が限られる管腔内に使用している
際の説明図である。
【図２０】  第２湾曲部の湾曲操作ワイヤを斜め方向の
操作を行ないやすい位置に設けた際の説明図である。
【図２１】  第１湾曲部及び第２湾曲部で構成される湾
曲部を備えた従来の内視鏡挿入部を示す説明図である。
【図２２】  第２湾曲部を直線化可能な湾曲部を有する
挿入部の概略説明図である。
【図２３】  図２２の変形例を示す挿入部の概略説明図
である。
【符号の説明】
１  …内視鏡装置 *
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*２  …内視鏡
１１  …挿入部
１２  …把持部
１２ａ  …操作部
２１  …先端部
２２  …湾曲部
２３  …可撓管部
２４  …第１湾曲部
２５  …第２湾曲部
３１  …湾曲駒
４１  …把持部
４２  …第１湾曲操作部
４２ａ  …湾曲操作ノブ
４３  …電気スイッチ部
４３ａ  …リモートスイッチ（電気スイッチ）
４４  …第２湾曲操作部
４４ａ  …湾曲操作レバー
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摘要(译)

解决的问题：实现一种内窥镜，该内窥镜具有与具有一个弯曲部的弯曲
操作性相同的弯曲操作性，并且能够独立地对两个弯曲部进行弯曲操作
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第二弯曲部通过将多个关节片可旋转地连接到细长的插入部的前端侧和
插入部基端侧而构成。 握持部12具有操作部12a，该操作部12a连接至第
一弯曲部和第二弯曲部，并且能够对第二弯曲部进行弯曲操作。 内窥镜
2是用于对操作部12a上的第一弯曲部进行弯曲操作的第一装置，以使第
一弯曲部和第二弯曲部能够独立地进行弯曲操作。 独立地设置有弯曲操
作部42和用于执行第二弯曲部的弯曲操作的第二弯曲操作部44。
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